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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年２月５日（平成２７年（行個）諮問第１５号） 

答申日：平成２８年８月３０日（平成２８年度（行個）答申第８６号） 

事件名：特定公共職業安定所における本人に係る求職票及び求職管理情報の開

示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   特定公共職業安定所における請求者（申請者）の求職票及び求職管理情

報の全て（以下「本件対象保有個人情報」という。）の開示請求につき，

その全てを開示した決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平

成２６年９月９日付け新労発安０９０９第１号により新潟労働局長（以下

「処分庁」という。）が行った全部開示決定（以下「原処分」という。）に

ついて，保有個人情報の開示内容が不足していることから，その取消しを

求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    法律の趣旨から考えて保有個人情報の開示内容が不足している。全部

開示の決定に反している。 

    求職管理情報（一覧表示）のＮｏ．１～Ｎｏ．３０の中で，Ｎｏ．１

（問題点・留意事項），Ｎｏ．２（相談状況），Ｎｏ．６（相談状況），

Ｎｏ．８（求職条件変更状況），Ｎｏ．１２（相談状況），Ｎｏ．１３

（相談状況），Ｎｏ．１４（相談状況），Ｎｏ．１６（相談状況），Ｎｏ．

１８（相談状況），Ｎｏ．２０（相談状況），Ｎｏ．２７（補足情報），

Ｎｏ．２８（備考），Ｎｏ．２９（求職条件変更状況）が，個別のペー

ジの開示が行なわれておらず，全部開示ではない。 

    新潟労働局内で処理を行なった人間が杜撰な対応をしており，一覧表

示は，情報の項目にあたる表示を一括して表示しているにすぎない。項

目内容が表示されている以上，一覧表示にリンクされているページが存

在している。手元には，上記箇所の個別のページが存在していない。 
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    また，特定月日ａ夕方に，特定公共職業安定所で，特定市の特定会社

Ａの工場の２箇月のモップ清掃のアルバイトについて，特定官職の特定

職員に対して，職業相談を行なっているが，求職票（紙によるもの）及

び求職管理情報にその記述が見当たらない。特定月日ｂに，特定公共職

業安定所へ夕方求人検索を行なった後，総合窓口にいた本人に問い質し

ても適切な答えを返ってこず。 

    開示内容から新潟労働局側の不当な方針を感じることができる。 

 （２）意見書 

    諮問庁の理由説明書について，審査請求人は承服しかねる。 

    （中略） 

    特定年月日ａに，特定公共職業安定所へ出向き，求人検索を総合窓口

のいた民間の嘱託の相談員のＡという男性職員に告げ，いつも使用して

いる９番機の検索機番号のついたカードをもらい，その検索機のパソコ

ンで求人検索を行なった。この数日間気になっていた特定会社Ｂの求人

票をプリントアウトし，特定時分ａに入所して特定時分ｂに求人検索を

行なったのち，ハローワークカードを総合窓口にいた相談員のＡという

男性職員に差し出している。その時，受付番号４４のカードをもらい，

すぐに職業相談の６番窓口の特定官職の特定職員が対応に当たった。 

    これは重大な規律違反だということは，この理由説明書をお書きに

なった厚生労働省職員は，理解していない。この特定職員は，「特定官

職」の肩書きをつけながら，ハローワークカードにより，審査請求人の

特定年月日ａの受理年月日の求職票がそもそも存在していない以上，こ

の職員は，審査請求人の特定公共職業安定所での職業相談を受けても，

求職紹介をここ１年ほど慎重になっており（もともと，この職安では，

審査請求人に対して，求職紹介以外の支援はなく，審査請求人が求人を

行なっている会社に対しての問い合わせを，窓口の職員が応じているに

すぎず），求職紹介を求めてこないだろうと，受理の手続きを一切行

なっていない。 

    （中略） 

    審査請求人の特定公共職業安定所における求職管理情報（一覧表示）

で，全面開示と言えるのか。いささかの疑問を持たざるを得ない。 

    厚生労働省（諮問庁）の理由説明書によると，「ハローワークシステ

ムにおいて，求職票は記録されている情報が全て表示されるが，求職管

理情報については，「一覧表示」と「詳細表示」の２種類の表示方法が

あり，いずれも記録されている同一の情報が表示されるものである。た

だし，記録されている情報の文字数が一定数以上となる場合は，一覧表

示においては，項目内容欄に情報の一部が表示しきれない状態となるた

め，詳細表示によりその情報の全てを表示することができる。このため，
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本件対象保有個人情報に係る求職管理情報は，ハローワークシステムの

一覧表示による情報部分と，同表示の項目内容欄に表示しきれない情報

についての詳細表示による情報部分とを合わせた当該求職者に係る全て

の情報としている。」と説明している。 

    この説明は，規律・規範なのか。 

    法には，諮問庁である厚生労働省の述べているようなことは記載され

ていない。求職管理情報は，法の３章の個人情報ファイルにあたるらし

いが，この説明は厚生労働省又は国が一律に決定した規律・規範である

ため，一般人である審査請求人は，従う義務はそもそもない。法に規定

されている内容で，厚生労働省の説明通りの法文が存在した場合の法律

の委任により，政令以下の規律・規範になければ，審査請求人は従う義

務はない。法１４条（保有個人情報の開示義務）の適用除外条項にも存

在しない。 

    ただ，法２４条１項（開示の実施）に「（前略）電磁的記録に記録さ

れているときはその種別，情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定

める方法により行う。」とあるが，これをどこまで厚生労働省側の主張

がここに記述があるとし，審査請求人の審査請求を棄却できる根拠とな

りえるか。 

    特定公共職業安定所の特定官職の特定職員は，「一般職業紹介業務取

扱要領」に基づく求職の申し込みの受理を行なわず，個人的判断に基づ

き，単に，審査請求人の求職の相談に話しを聞いたのに過ぎず，審査請

求人が問い合わせをお願いした会社にも本当に電話を架けたか否か不明

な状態が生まれている以上，棄却すべきでない。 

    （後略） 

    （添付資料省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

   本件審査請求は，審査請求人である開示請求者（以下，第３の項におい

て「請求人」という。）が平成２６年８月１８日付け（同日受付）で行っ

た「特定公共職業安定所における請求者（申請者）の求職票及び求職管理

情報のすべて」の開示請求に対し，処分庁が平成２６年９月９日付け新労

発安０９０９第１号により行った全部開示決定を不服として，同年１１月

７日付け（同月１０日受付）で提起されたものである。 

 ２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，法１８条１項の規定により全部開示とした原処分

は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきものと考える。 

 ３ 理由 

 （１）本件対象保有個人情報について 
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    公共職業安定所においては，職業安定業務の遂行のために全国をオン

ラインで接続して運用しているコンピューターシステム（以下「ハロー

ワークシステム」という。）に，求職者から申し込まれて受理した求職

申込書の内容等を求職票として，当該求職者に係る相談，援助等の履歴

や内容等に関して職員間で共有すべき情報を求職管理情報として，それ

ぞれ電磁的に記録している。 

    ハローワークシステムにおいて，求職票は記録されている情報が全て

表示されるが，求職管理情報については「一覧表示」と「詳細表示」の

２種類の表示方法があり，いずれも記録されている同一の情報が表示さ

れるものである。ただし，記録されている情報の文字数が一定数以上と

なる場合は，一覧表示においては項目内容欄に情報の一部が表示しきれ

ない状態となるため，詳細表示によりその情報の全てを表示することが

できる。 

    このため，本件対象保有個人情報に係る求職管理情報は，ハローワー

クシステムの一覧表示による情報部分と，同表示の項目内容欄に表示し

きれない情報についての詳細表示による情報部分とを合わせた当該求職

者に係る全ての情報としている。 

 （２）請求人の主張について 

    請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「求職管理情

報（一覧表示）のＮｏ．１～Ｎｏ．３０の中で，Ｎｏ．１（問題点，留

意事項），Ｎｏ．２（相談状況），Ｎｏ．６（相談状況）・・・Ｎｏ．２

９（求職条件変更状況）が，個別の開示が行われておらず，全部開示で

はない。一覧表示にリンクされているページが存在している。手元には，

上記箇所の個別のページが存在していない。」「特定月日ａに，特定公共

職業安定所で，特定市の特定会社Ａのアルバイトについて，職業相談を

行っているが，求職票及び求職管理情報にその記述が見当たらない。」

等と主張している。 

    しかしながら，上記（１）で述べたとおり，請求人に係る求職票及び

求職管理情報については全ての情報を本件対象保有個人情報としている

ものであり，原処分において開示した情報に含まれていない情報は存在

しない。 

    また，請求人が主張する特定日ａの職業相談の記録については，諮問

庁において，当該相談の情報がハローワークシステムに記録されている

かの確認を行ったが，その情報に関する記録の存在は確認できなった。 

 ４ 結論 

   以上のとおり，原処分における本件対象保有個人情報の特定は妥当であ

り，本件審査請求は棄却すべきと考える。 

第４ 調査審議の経過 
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   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

  ① 平成２７年２月５日     諮問の受理 

  ② 同日            諮問庁から理由説明書を収受 

  ③ 同年３月１０日       審査請求人から意見書及び資料を収受 

  ④ 平成２８年７月１４日    審議 

  ⑤ 同年８月２６日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は，特定公共職業安定所における請求者（申請者）の求職

票及び求職管理情報の全て（本件対象保有個人情報）の開示を求めるもの

であり，処分庁は，その全部を開示する原処分を行った。 

   これに対し，審査請求人は，保有個人情報の開示内容が不足しており，

全部開示の決定に反していると主張する。 

   諮問庁は，原処分を維持することが妥当であるとしていることから，以

下，原処分の妥当性について検討する。 

 ２ 原処分の妥当性について 

 （１）審査請求人は，審査請求書において，「求職管理情報（一覧表示）の

Ｎｏ．１～Ｎｏ．３０の中で，Ｎｏ．１（問題点・留意事項），Ｎｏ．

２（相談状況），Ｎｏ．６（相談状況），Ｎｏ．８（求職条件変更状況），

Ｎｏ．１２（相談状況），Ｎｏ．１３（相談状況），Ｎｏ．１４（相談状

況），Ｎｏ．１６（相談状況），Ｎｏ．１８（相談状況），Ｎｏ．２０

（相談状況），Ｎｏ．２７（補足情報），Ｎｏ．２８（備考），Ｎｏ．２

９（求職条件変更状況）が，個別のページの開示が行なわれておらず，

全部開示ではない。」と主張する。 

 （２）これに対し諮問庁は，理由説明書において，おおむね以下のとおり説

明する。 

    ハローワークシステムにおいて，求職票は記録されている情報が全て

表示されるが，求職管理情報については「一覧表示」と「詳細表示」の

２種類の表示方法があり，いずれも記録されている同一の情報が表示さ

れるものである。ただし，記録されている情報の文字数が一定数以上と

なる場合は，一覧表示においては「項目内容」欄に情報の一部が表示し

きれない状態となるため，詳細表示によりその情報の全てを「コメント」

欄に表示することができる。 

    このため，本件対象保有個人情報に係る求職管理情報は，ハローワー

クシステムの一覧表示による情報部分と，同表示の「項目内容」欄に表

示しきれない情報についての詳細表示による情報部分とを合わせた当該

求職者に係る全ての情報としている。 

 （３）当審査会において，諮問庁から，審査請求人が開示されていないと主
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張する部分の情報をハローワークシステムにおいて詳細表示した画面を

プリントアウトしたものの提示を受けて確認したところ，原処分により

開示したハローワークシステムの一覧表示による「項目内容」欄に記録

されている情報と詳細表示による「コメント」欄に記録されている情報

は，同一のものであると確認できることから，審査請求人が開示されて

いないと主張する部分の情報は，原処分において全て開示されていると

認められる。 

 （４）また，審査請求人は，審査請求書において，「特定月日ａ夕方に，特

定公共職業安定所で，特定市の特定会社Ａの工場の２箇月のモップ清掃

のアルバイトについて，特定官職の特定職員に対して，職業相談を行

なっているが，求職票（紙によるもの）及び求職管理情報にその記述が

見当たらない。」と主張する。 

 （５）当審査会事務局職員をして，仮に，審査請求人が，特定月日ａに職業

相談を行っていた場合に，その情報がハローワークシステムに記録され

なかった理由について諮問庁に確認させたところ，おおむね以下のとお

り説明する。 

   ア 求職の有効期間は，求職申込みを行った日の属する月の翌々月の末

日（求職を受理した日から２か月経過後の月末）であり，有効期間

満了後は，当該求職は無効となる。 

   イ 本件の場合，特定月日ａ時点で，審査請求人の求職は無効となって

いた。 

   ウ 求職が無効であった場合に改めて求職の申込みがなされたときは，

希望条件等の求職データの内容及び再求職の理由を確認し，ハロー

ワークシステムの「求職の再受理処理」を行った上で，ハローワー

クシステムの「相談記録処理」により職業相談等の内容を入力する

こととなっているが，職業相談等を行ったものの，求職の申込みの

意思が確認できない（希望条件等の求職データの内容及び再求職の

理由を確認できない等）場合は「求職の再受理処理」を行わないた

め，「相談記録処理」により職業相談等の内容を入力しない。 

     したがって，審査請求人が，特定月日 a に職業相談を行っていたと

しても，何らかの理由により，「求職の再受理処理」が行われていな

ければ，職業相談の内容はハローワークシステムに記録されない。 

 （６）理由説明書において，諮問庁は，審査請求人が主張する特定月日ａの

職業相談の記録については，諮問庁において，当該相談の情報がハロー

ワークシステムに記録されているかの確認を行ったが，その情報に関す

る記録の存在は確認できなかったと説明する。 

    上記（５）の諮問庁の説明を踏まえると，審査請求人が記録されてい

ないと主張する特定月日ａに職業相談を行った際の情報が，ハローワー
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クシステムに記録されていないとしても特段不自然，不合理であるとは

認められず，これを覆すに足る事情も見当たらない。 

 （７）したがって，本件対象保有個人情報の開示請求につき，処分庁が不開

示とした部分は存在しないのであって，その全部を開示した原処分に不

当な点は認められない。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報の開示請求につき，その全てを

開示した決定については，審査請求人が主張する不開示部分は存在しない

ため，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 




